
別表第二号の二第８ 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び宇宙局の工事設計書の

様式（第４条、第１２条関係） 

 

 宇宙無線通信を行う実験局であつて、宇宙物体に開設するものについては、本様式のとおりとする。

この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設する実験局」と、「宇宙

局」とあるのは「人工衛星以外の宇宙物体に開設する実験局」と読み替える。 

 アマチュア局であつて、人工衛星に開設するものについては、本様式のとおりとする。この場合に

おいて、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局」と読み替える。 

 

注１ ※印を付けた欄は、記載しないこと。 

 

２ １、２０、２２及び２４の欄は、当該無線局の識別信号又は名称を記載すること。 

 

３ 工事設計書の記載は、発射する電波の型式及び周波数の別に記載すること。 

 

４ ２の欄は、一の無線局において２以上の送信装置又は受信装置を有する場合に限り、当該装置

ごとに個別の番号を付けること。この場合、送信機、受信機、送受信空中線等の関連付けがで

きるように原則装置ごとに記載すること。なお、複数の設備を一括して申請する場合等におい

ては工事設計の内容が同一である部分に「第１装置と同じ」のように記載することができる。

また、当該装置が予備送信装置である場合に限り、予備送信装置の欄の□に✓を付け、現用装

置の番号の欄に該当する現用装置の番号を記載すること。 

 

５ ３の欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

 

６ ４の欄は、次によること。ただし、衛星基幹放送局等にあつては記載を要しない。 

(1) 多重無線設備（ヘテロダイン中継方式又は直接中継方式により中継を行う無線局のものを除

く。）の場合に限り記載すること。 

(2) 時分割多重方式の無線設備にあつては、その通信路容量を「５２Ｍｂｐｓ」又は「９６ｃ

ｈ」のように記載すること。 

 時分割多重方式以外のものにあつては、その通信路容量と通信路実装数（通信路容量と同一

でない場合に限る。）を「９６ｃｈ（４８ｃｈ）」のように記載すること。なお、テレビジョ

ン中継に使用するための無線設備の場合は、映像及び音声の別にチャネル数を記載すること。 

 通信路容量の記載において、電話通信路以外の通信路の数にあつては電話通信路に換算した

数を記載することができる。 

 

７ ５の欄は、次によること。 

(1) 発射可能な電波の型式及び周波数の範囲の欄は、発射可能な電波の型式（占有周波数帯幅の

許容値を付したものを含む。）及び周波数の範囲を記載すること。 

（記載例） 



「３２ＫＯ Ｇ７Ｗ ３４００．０１ＭＨｚから４１９９．９９ＭＨｚまで」 

(2) 定格出力の欄は、電波の型式別に、無線設備系統図に示す出力端子における出力規格の値を

記載すること。 

(3) 低下させる方法コードの欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

(4) 低下後の出力の欄は、定格出力を低下させて使用する場合に限り記載することとし、低下後

の希望する出力の最大のものを記載すること。 

(5) 変調方式コードの欄は、コード表により該当するコードを記載すること。ただし、ヘテロダ

イン中継方式の場合は記載を要しない。 

(6) 発振コードの欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

(7) 終段部の真空菅又は半導体コードの欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

(8) 電力束密度の欄は、申請をする当該人工衛星局（宇宙局を含む。以下同じ。）の電波の発射

により地表面に生ずる電力束密度を記載すること。 

(9) 最大電力密度の欄は、搬送波のうち最大の電力密度を記載し、搬送波が１５ＧＨｚ以下の場

合は当該搬送波のうち最大の電力密度の４ｋＨｚ帯域幅を、１５ＧＨｚ以下を超える場合は最

大の電力密度の１ＭＨｚ帯域幅を選定し、これらの帯域幅内における全尖
せん

頭電力を１Ｈｚ当た

りにした値を記載すること。 

(10) 製造者名の欄及び型式又は名称の欄は、送信機（送信機及び受信機が一の筐体に収められ

ている場合を含む。）の製造者名及び型式又は名称を記載すること。 

(11) 製造番号の欄は、当該機器の製造番号を記載すること。ただし、法第１０条又は法第１８

条の規定による検査を受ける必要がある場合は、工事の落成までに製造番号を記載することが

できる。 

 

８ ６の欄は、次によること。 

(1) 低雑音増幅部の欄は、利得又は雑音温度を記載すること。ただし、当該雑音温度の値を受信

機の雑音温度の値に加算して記載する場合は、記載は要しない。 

(2) 通過帯域幅の欄は、受信周波数が４７０ＭＨｚ未満の場合は６ｄＢ低下の幅を、４７０ＭＨ

ｚ以上の場合は３ｄＢ低下の幅を「１６ｋＨｚ」又は「３．３ＭＨｚ」のように記載すること。 

(3) 雑音温度の欄は、「（何）Ｋ」のように記載すること。 

 

９ ７の欄は、当該無線局で使用する空中線ごとに個別の番号を付けること。なお、同一の空中線

であつても、空中線の利得及び給電線の損失等が異なる場合は、「１－２」のように枝番を付

すこと。また、括弧内には、「東アジア向け」のように記載すること。 

 

10 ８の欄は、次によること。 

(1) 送受の別コードの欄、基本コードの欄、付加コードの欄及び偏波面コード（２６．１７５Ｍ

Ｈｚを超える周波数の電波を使用するものに限る。）の欄は、コード表により該当するコード

を記載すること。 

(2) 電力半値ビーム幅の欄は、無指向性空中線、成形ビーム空中線又はマルチビーム空中線以外

の空中線を使用する場合に限り記載すること。 



(3) 指向確度の欄は、無指向性空中線以外の空中線を使用する場合に限り記載すること。 

(4) 利得の欄は、２６．１７５ＭＨｚを超える周波数の電波を使用するものに限り記載し、Ｇｉ

ｓ（絶対利得）で記載すること。 

(5) 口径の欄は、指向性空中線を使用する無線局に限り、開口面の空中線（パラボラ等）を使用

する場合はその口径を、その他の指向性空中線を使用する場合は水平面の主輻
ふく

射の角度の幅を

記載すること。 

(6) 雑音温度の欄は、受信空中線に限り、注８(3)に準じて記載すること。 

 

11 ９の欄は、給電線損失、共用器損失及びその他損失の値を送受信別にそれぞれ記載すること。 

 

12 １０の欄は、送信装置、空中線、発射する周波数等の関連付けができるように２５の欄に対応

した周波数番号を記載すること。ただし、単一の送信装置及び空中線系を使用する場合、単一

の電波の型式、周波数、空中線電力、実効輻
ふく

射電力又は等価等方輻
ふく

射電力及び周波数等の条件

を使用する場合その他の送信装置、空中線及び発射する周波数等の関連付けが明らかな場合に

は、「－」を記載し、２４及び２５の欄の記載は要しない。 

 

13 １１の欄は、受信する周波数又は受信する周波数の範囲を記載すること。 

 

14 １２の欄は、空中線系番号の別に、空中線の構成（放物面鏡、電磁ホーン等については、円形

の場合は直径、楕円形の場合は長径及び短径、方形の場合は長辺及び短辺）、輻
ふく

射器の細部の

構成（輻
ふく

射器、反射器、導波器等がある場合は、その区別及び素子数）及び空中線の取付方法

を記載し、指向主軸の方向（空中線が地球を指向している場合は指向地点の経度及び緯度、そ

の他の場合は方位角（真北を基準とする時計回りの角度をいう。）、仰角（人工衛星と地球の

中心を結ぶ線と空中線の指向主軸の方向との角度をいう。）で記載すること。）及び可動範囲

を付記すること。 

 ただし、構成が複雑なため記載が困難なときは、□に✓印を付け、空中線の構成を示す図面を

添付することができる。また、その他特殊な事由がある場合は、その理由を付して本欄に記載す

ることができる。 

 

15 １３の欄は、次によること。 

(1) 種別の欄、規格の欄、方式の欄、数量の欄、電力配分の欄及び補足事項の欄について記載す

ること。 

（記載例） 

種別 規 格 方式 数 量 電 力 配 分 補足事項 

太陽電池 １０００Ｗ 

（５年後） 

シリコン 太陽電池セル 通信系サブシステム用 ５０Ｗ 

通信系を除く共通系 ３００Ｗ 

ミッション系 １５０Ｗ 

 

 

種別 規 格 方 式 数 量 電 力 配 分 補足事項 



蓄電池 容量 

６０ＡＨ 

（合計） 

Ｎｉ－Ｃｄ ３ユニット 通信系サブシステム用 ５０Ｗ 

通信系を除く共通系 ３００Ｗ 

ミッション系 ２００Ｗ 

 

(2) 予備電源の有無の欄は、衛星基幹放送局等に限り記載し、演奏所及び送信所の電源の予備の

有無について、該当する□に✓印を付けること。 

 

16 １４の欄は、コード表に掲げる装置がある場合に限り、コード表により該当するコードを記載

するとともに、補足事項を記載すること。 

 

17 １５の欄は、次によること。 

 電波の発射を停止させる装置を含む場合は、「□有」の□に✓印を付け、方式及び性能の欄に

具体的な方式及び性能に関して記載すること。また、電波の発射を停止させる装置を含まない場

合は、「□無」の□に✓印を付け、人工衛星局であるときは、方式及び性能の欄にこれに代わる

方法を記載するとともにその方法の確実性を証する方法を記載すること。 

 

18 １６の欄は、次によること。 

(1) 人工衛星の軌道又は位置を変更させる装置を含む場合は、「□有」の□に✓印を付け、方式

及び性能の欄に具体的なその方式及び性能を記載すること。 

(2) 人工衛星の軌道又は位置を変更させる装置を含まない場合は、「□無」の□に✓印を付け、

対地静止衛星に開設する人工衛星局であるときは、方式及び性能の欄にこれに代わる方法を記

載するとともにその方法の確実性を証する方法を記載すること。 

 

19 １７の欄は、当該無線局の工事設計書の記載事項以外の工事設計について、法第３章に規定す

る条件に合致している場合は、□に✓印を付けること。 

 

20 １８の欄は、添付図面として、無線設備系統図（人工衛星局に限る。）又は送受信機系統図

（衛星基幹放送局等に限る。）、電源系統図、地表面の利得コンタ図及び業務区域を示す図を

添付することとし、□に✓印を付けること。なお、添付図面の記載は、次によること。 

(1) 無線設備系統図又は送受信機系統図は、送受信機の系統、各系統の用途及び周波数並びに送

受信機、空中線及び端局装置の接続系統を記載すること。 

(2) 電源系統図は、機器の種類、電圧、容量及び相数を付記すること。 

(3) 地表面の利得コンタ図は、申請に係る人工衛星局が対地静止衛星である場合は、送信及び受

信空中線の利得を地表面の地図に利得コンタで記載すること。この場合において、当該利得コ

ンタは、Ｇｉｓ（絶対利得）を最大利得から２、４、６、１０、２０ｄＢ、又、必要に応じて

３０、４０、５０ｄＢ等１０ｄＢ間隔で低くなる利得に対応する各コンタで記載すること。な

お、対地静止衛星以外である場合は、これに準じて記載すること。 

(4) 業務区域を示す図は、人工衛星局に限り電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線

における業務区域を適宜の地図に記載すること。 

21 １９の欄は、次によること。 



 (1) 第15条の２又は第15条の３第１項（同条第２項、第16条第５項及び第25条第３項において準

用する場合を含む。以下この様式において同じ。）の規定により、工事設計の全部の記載を省

略する場合は、その旨を記載すること。この場合においては、工事設計の内容が同一である無

線局の免許の番号及び識別信号等により明示すること。衛星基幹放送局等の場合は、無線設備

を設置する人工衛星の名称を記載すること。 

 (2) 設備規則別表第３号の40の規定により総務大臣が別に告示する必要周波数帯幅（ＢＮ）及び

平均電力（Ｐ）の算出に必要な事項が記載されていない場合には、送信設備の種類に応じて必

要な事項を記載すること。 

(3)  無線設備規則の一部を改正する省令（平成17年総務省令第119号）附則第３条第２項の規定

の適用を受けることを希望する場合は、当該無線設備が平成19年11月月30日までに製造されて

いる無線設備である旨を記載すること。 

 

22 ２１の欄は、次によること。 

(1) 人工衛星の名称の欄は、人工衛星の名称を記載すること。 

(2) 周波数帯の欄は、「３．４ＧＨｚから４．２ＧＨｚ帯」又は「Ｋｕ帯」のように記載するこ

と。 

(3) トランスポンダ番号の欄は、申請に係る人工衛星に搭載する衛星中継器（トランスポンダ）

番号ごとに、区別できるように番号を付すこと。 

(4) ビーム名の欄は、「日本国内ビーム」又は「東アジアビーム」のように記載すること。 

(5) 中心周波数の欄は、中継器帯域幅の中心周波数を記載すること。 

(6) 周波数帯幅の欄は、中継器帯域幅及び中継器中心周波数帯間隔を区別して記載すること。 

(7) 偏波面コードの欄は、コード表により該当するコードを記載すること。 

(8)補足事項の欄は、その他参考となる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

 

23 ２３の欄は、次によること。 

(1) 人工衛星の名称の欄は、注２２(1)に準じて記載すること。 

(2) アップリンク／ダウンリンクの別の欄は、地上から宇宙物体向けの伝送路回線の場合をアッ

プリンクとし、宇宙物体から地上向けの伝送路回線の場合をダウンリンクとして記載すること。 

(3) 回線の使用目的の欄は、「データ伝送用」、「音声用」又は「姿勢制御」のように記載する

こと。 

(4) 周波数帯の欄は、「３．４ＧＨｚから４．２ＧＨｚ帯」又は「Ｋｕ帯」のように記載するこ

と。 

(5) 地球局の形態の欄は、無線通信規則第１条において使用する用語の例により、「固定衛星業

務」、「移動衛星業務」のように記載すること。 

(6) 配置エリアの欄は、通信の相手方となる無線局の代表的な設置場所及び移動する無線局の移

動範囲を記載すること。 

 

24 ２５の欄は、送信装置、空中線、発射する周波数等の関連付けができるように記載することと

し、次によること。 



(1) 周波数番号の欄は、送信装置、空中線、発射する周波数等の関連付けができるように付番す

ること。 

(2) 電波の型式の欄は、使用する空中線から発射する電波の型式を記載すること。 

(3) 周波数の欄は、使用する空中線から発射する周波数を記載すること。 

(4) 空中線電力の欄は、使用する空中線から発射する周波数の空中線電力を記載すること。 

(5) 実効輻
ふく

射電力又は等価等方輻
ふく

射電力の欄は、衛星基幹放送局等に限り記載することとし、最

大実効輻
ふく

射電力又は最大等価等方輻
ふく

射電力を「最大ＥＲＰ １０００ｋＷ」又は「最大ＥＩＲ

Ｐ １０００ｋＷ」のように記載すること。 

(6) 補足事項の欄は、周波数等の条件がある場合はそれを記載すること。 

(7) トランスポンダの欄は、２１の欄で記載したトランスポンダ番号に対応した事項を記載する

こと。 

 

25 第１５条の３第１項の規定により工事設計の一部の記載を省略する場合は、その旨を記載する

こと。 

 

26 工事設計の変更又は無線設備の変更工事をする場合の許可の申請又は届出をするときは、変更

に係る部分について当該変更後の事項を記載すること。 

 

27 当該欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様

式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

 

28 工事設計書（添付図面を除く。）の写しの用紙は、この様式に定める規格の用紙とする。 

 

29 第２条第３項ただし書の規定により免許の申請をする場合は、当該併せて行う業務の種別に応

じ、これに相当する無線局の種別による工事設計書を併せて提出すること。 


